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桑原小・中の取組
 より良い学校にするための挑戦

平成28年7月20日

　前回は、「他県のようす」と「桑原小・中の取組」についてお知らせしました。今回は、小中一貫を効
果的に進めるための「義務教育学校」についてご説明します。

小中一貫教育の取組について　No.4 桑原小学校長　小川和彦	
桑原中学校長　武山昭見

地域・保護者の皆様へ

　これまで述べてきたことを箇条書きにすると、以下のとおりです。	
1. 小・中で、一人の校長が学校経営を行う。	
2. 小・中の教員が、小・中の児童生徒の教科指導等にあたる。	

3. 小学校において、一部教科担任制を実施する。	
4. 小学校低学年から、英語等について、専門の教師が指導する。	
5. 中学校の部活動について、小・中の教員全体で指導にあたる。	
　こうした取組を、制度面で行いやすくしたものが、「義務教育学校」という新
しい制度です。今回は、「義務教育学校」について、簡単に説明します。	

「義務教育学校」は、学校教育法という法律が改
正され、新たな学校の種類として示された学校です。そして、	左 の 一
覧表にあるような特徴を備えた学校です。小中一貫教育を先進的に進
めている地域や学校からの要望に応えて、平成２８年４月１日から、
認められた学校の種類です。	

以前から、小中一貫教育を進めようとしている学校や地域があり、国
に要望されていたことを受けて、今回のように制度改正されました。	
桑原小、桑原中が、「義務教育学校」として一つの学校としてスター

トすることにより、子ども達にあった形を選択していくことができる
余地が生まれます。そうしたことから、桑原小、桑原中は、平成２８
年度に義務教育学校とするための準備を行っていきます。そして、羽
島市で最初の義務教育学校としてスタートすること、また、岐阜県内
でも義務教育学校のリーダーとして存在できるようにしていきたいと

考えています。何よりも、子ども達にとって、また、地域にとって、
さらには、羽島市にとって、存在価値の高い学校としていきたいと
思います。皆様のご理解をいただけますと幸いです。　- 2 -

○ 現行の学習指導要領でできるところが多いので、指導要領の範囲内ではできないところに限った

上で、現場で選べる仕組みを作った方が現状に合う。小規模な町村で、小・中学校９年間を同じ

集団で過ごす地域と学区が複雑で複数小学校の児童が複数中学校に進学するような地域や、都市

部で小・中学校段階で私立中学への進学が盛んな地域とでは事情が異なる。現場の判断で選べる

ようにした方がよい。一歩でも二歩でも踏み込み、小・中の教員の意識の差を乗り越えられると

いう実例を全国で積み上げていくことが重要。

○ 小中連携、接続の目的としては、中１ギャップの解消に焦点を当てて考えていく必要がある。そ

の際、現行制度の範囲でできる、例えば小・中学校の教員が互いに授業を見合う、児童生徒、教

員が交流し合う、情報交換を密にする、といったことに優先的に取り組むべきであり、それをせ

ずに教育課程に踏み込んで議論するのはいかがなものか。

なお、小中一貫教育全国連絡協議会※１による小中一貫教育全国サミット※２においては、

毎年、義務教育学校の法制化を望む旨主張がなされてきており、例えば平成２３年度に

開催されたサミットにおける共同宣言の該当部分は以下のとおり。

小中一貫教育全国サミット２０１１ 共同宣言（抜粋）

【サミット宣言】

私たちは、子どもたちの確かな学力の向上と規範意識の涵養・社会性の定着に

向けて、全国各地における実践の成果を共有し、保護者・地域との連携を深めな

がら、小中一貫教育の更なる充実を目指します。

私たちは、小中一貫教育を通して子どもたちに確かな学力を身に付けさせるとともに、

人間性・社会性をはぐくみます。このためには、保護者や地域をはじめ、子どもたちを取り

巻く社会全体で力を合わせることが重要です。この間の実践で明らかになった成果と課題を

共有し、協力し合い、小中一貫教育の一層の充実・発展に邁進いたします。

小中一貫教育をさらに推進するために、義務教育学校の設置を定めた法整備の

実現を望みます。

私たちは、地域の実態に応じて小中一貫教育をはじめとした様々な試みを通して、義務

教育の質の向上に努め、その成果を共有してまいりました。こうした取組をさらに充実・促

進するために、義務教育学校の設置を具体化できるような法整備を望みます。

（平成２３年７月２９日小中一貫教育全国連絡協議会）

※１ 全国で小中一貫教育、小中一貫校の研究・開発に取り組む自治体、学校、個人、企業が情報
を交換し、さらに研究・実践を深化させるために、既に小中一貫教育に取り組んでいた京都市、
奈良市、呉市、品川区の 4 つの自治体を発起人として、平成１８年度設立。（平成２３年７月２
８日現在、正会員：３１自治体、賛助会員：１９団体／４個人）

※２ 平成１８年からこれまで、毎年１回、全６回に渡り開催

全国各地で、同様の取組が進んでいます。これまでの小学
校・中学校の取組をベースに、新たな学校を生み出してい
きたいと考えています。


